
無人航空機の飛行禁止空域

緊急用務空域 (B)
原則飛行禁止

空港等の周辺（進入表
面等）の上空の空域 (A)
安全性を確保し、許可を
受けた場合は飛行可能

A~D以外の空域
許可不要

人口集中地区の上空 (D)
安全性を確保し、許可を
受けた場合は飛行可能

150m以上の高さの空域(C)
安全性を確保し、許可を
受けた場合は飛行可能

(D)

・・・ 航空機の航行の安全に影響をおよぼすおそれがある空域（法132条第1項第1号）

・・・ 人または家屋の密集している地域の上空（法132条第1項第2号）

※空港等の周辺、150m以上の空域、人口集中地区（DID）上空の飛行許可（包括許可含む。）があっても、
緊急用務空域を飛行させることはできません。無人航空機の飛行をする前には、飛行させる空域が緊急用務空域
に設定されていないことを確認してください。（令和３年６月１日施行）
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